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977万人

総人口ピーク

◆ 日本の人口は既に減少局面に入り、今後、人口減少は更に加速 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 一方、特別区の人口は 2035 年まで増加し、同時に高齢者も急増 
 

  

日本全体が人口減少局面に入る一方、特別区においては、今後 
も人口増加や高齢化に伴う膨大な財政需要が見込まれます。 

※全国、特別区ともに国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年推計）」を基に作成。 
 2020 年は国勢調査による実数値。 
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4-2 特別区は首都の暮らしや企業活動を支えている    
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 300 万人近くが通勤や通学で流入し、昼間人口は約 1,230 万人 

 

 

◆ 全国の約１割に当たる約 66 万箇所の事業所、836 万人超の従業者が 

特別区に集中 
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（比率）（万人） 昼夜間人口差

昼夜間人口差分

昼夜間人口比率

名古屋圏
近畿圏

特別区 261万人

愛知県 10万人

大阪府 38万人

東京圏

※総務省・経済産業省「令和３年経済センサス-活動調査-」を基に作成。 

※令和２年国勢調査（従業地・通学地による人口・就業状態等集計）を基に作成。 
 （特別区 昼間人口 12,346,348 人、夜間人口 9,733,276 人） 

 

✓ 東京は日本の首都として、日本の心臓部として日本の発展に重要な役
割を果たしてきました。 

✓ その中でも特別区の地域は、国土の 0.1％というわずかな土地に高度

な集中・集積があることをメリットとして活かす一方、その集中・集積
がもたらす諸問題を克服しながら首都東京ひいては日本の社会・経済を
牽引してきました。 
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◆ 都内総生産は約 106 兆円で、全都道府県の県内総生産を合計した約
545 兆円の約 19％を占める 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 特別区の公共施設用地取得単価の平均は、全国平均の約 26 倍 
 

 

 

◆ 特別区の地価公示の平均価格は、全国平均の約 7.1 倍 
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地価公示平均価格 全用途
(千円)

※一般財団法人 土地情報センター「[地価公示]（令和４年） 
「都道府県市区町村別・用途別」平均価格・対前年平均変動率」を基に作成。 

※総務省「地方財政状況調査」（令和２年度普通会計決算）を基に算出。 

※内閣府「県民経済計算（平成 18 年度-平成 30 年度）（2008SNA、平成 23 年基準計数）」 
（２．県内総生産（生産側、実質：連鎖方式）※支出側も同じ-平成 23 暦年連鎖価格-）を基に作成。 

（公共施設用地取得単価）50 万円/㎡ ⇔ 全国平均 1.9 万円/㎡ 
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5-1 人口動向による財政需要              

（１）高齢者対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 急激な高齢化の進展により、特別区の高齢者人口は、今後 25 年間で 

77 万人増加する見込み 
    

   

 

 
 
 
 
 
 
 

  

５ 今後も多くの財源が必要 

✓ 将来推計では今後、全国の高齢者人口の伸びが鈍化する中で、特別区
の高齢者人口は急激に増加する見込みです。 

✓ 特に、特別区においては、２０４０年頃から、75 歳以上の高齢者が大

幅に増加する見込みです 

✓ また、独居高齢者の割合が全国平均を上回っています。 

✓ 高齢者人口の急激な増加により、医療・介護費の増加に加え、介護入

所施設の整備等、高齢者にかかる財政需要の大幅な増加が見込まれます。 

※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」を基に作成。 
※各年 10 月 1 日時点。2020 年は令和 2 年国勢調査による実績値。 
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◆ 65 歳以上人口に占める独居（1 人暮らし）高齢者の割合は、全国と比べ
て 1.5 倍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 介護入所施設等は、今後の高齢化の進展により隣接県等での需要も高ま
ることから、特別区では更に不足する事態に 
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介護入所施設の収容能力の現状と見通し
2015年 2025年 2040年

周辺施設に頼らざるを得
ない状況となっている

全地域で大幅な不足が生じる

※日本創生会議「一都三県における介護施設の収容能力の現状と見通し」を基に作成。 

※各年の国勢調査を基に作成。 

2040 年に不足が見込まれる 51,515 床分の介護入所施設を整備する
場合、約 1 兆 6,000 億円の経費が必要となります。 

※令和４年度都区財政調整における算定経費を基に相当分を算出。 
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（２）子育て支援 
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✓ 近年、特別区の年少人口は子育て世帯の転入等により増加傾向にあり、
今後、全国では減少していく中、特別区では横ばいとなる見込みです。 

✓ 人口減少に歯止めをかけ、今後の日本を支えていくためにも、待機児童
対策等、多様な子育てニーズに対応した支援策の充実を図っていく必要

があります。 

※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」を基に作成。 
※各年 10 月 1 日時点。2020 年は令和 2 年国勢調査による実績値。 
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◆ 保育所の定員数を着実に増やし、待機児童は解消に向かっている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 特別区は、保育所の待機児童の解消に向け毎年定員数を増やす等、待
機児童対策の取組を精力的に進めています。 

✓ この結果、令和 4 年 4 月現在の待機児童数は、32 人（全国 2,944 人）

となり、大幅に減少しています。 

✓ こうした取組などを背景に児童福祉費は毎年増加しており、今後、待
機児童解消の着実な推進とともに、保育の質の確保・向上を図っていく
必要があります。 

 

※待機児童数は東京都福祉保健局「都内の保育サービスの状況について」を基に作成（各年度４月１日時点）。 
 児童福祉費は東京都総務局「特別区決算状況」（普通会計決算）を基に作成（令和３年度は速報値）。 

※東京都福祉保健局「福祉・衛生 統計年報」を基に作成（各年度４月１日時点）。 
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5-2 災害リスクに備える財政需要              

（1）首都直下地震による被害想定 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

※都心南部直下地震の主な被害（冬 18 時、風速 8m/s）による想定を基に作成。 

✓ マグニチュード 7 クラスの地震発生時、最悪の場合、死者が 6,148
人、経済的被害が約 21.6 兆円に上ると想定されています。 

✓ 特別区においては、日本全体を支える首都機能を守るとともに、住む
人・働く人・訪れる人の安全・安心を確保するため、首都直下地震への対
応等、防災・減災対策が急務です。 

この結果、首都直下地震による経済的被害は、 

○ 建物等の直接被害で、約 19 兆円、 

○ ライフライン・インフラ等の被害で、約 2.6 兆円と想定  

１．地震の揺れによる被害  
(1) 揺れ・液状化等による全壊家屋：82,199 棟 

(2) 建物倒壊による死者：3,666 人  

(3) 揺れによる建物被害に伴う負傷者：約 69,547 人 

２．火災による被害 
(1) 焼失：118,734 棟、建物倒壊等と合わせると 200,933 棟  

(2) 死者： 2,482 人、建物倒壊等と合わせると 6,148 人 

東京都防災会議「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」 
（令和４年５月 25 日公表）  

特別区においては、道路や公共施設の復旧、がれき処理、 
仮設住宅の設置等、多岐にわたる、緊急かつ不測の財政需 
要を抱えることとなります。 
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首都直下地震（想定）

（冬18時　風速8m/s）
阪神・淡路大震災 東日本大震災

避難者数 2,993,713人 307,022人 386,739人

（2）避難者対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）帰宅困難者対策 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

（都内の昼間人口の状況） 

通勤・通学での特別区への 
昼間流入人口と特別区民を合わせて 
 

約 1,200 万人が特別区に 

✓ 公共交通機関の運行停止により、自宅等への帰宅手段が閉ざされ、膨
大な帰宅困難者が発生するため、受入施設の確保等が急務です。 

✓ 約 1,200 万人の昼間人口を抱える特別区では、帰宅困難者の受入態勢
を準備する必要があります。 

※東京都防災会議「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」(令和 4 年 5 月 25 日公表)より。 
図は東京都財務局「令和４年度東京都普通交付税 算定結果に対する東京都の考え方」より引用。 

※東京都防災会議「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」(令和 4 年 5 月 25 日公表)、 
復興庁「避難所生活者・避難所数の推移」より。 

✓ 都の試算によれば、首都直下地震発生時の避難者数は約 300 万人に及
び、特別区内に約 1,600 か所の避難所を確保する必要があります。 

✓ このため、特別区では、区民の安全・安心な避難生活のため、避難所を
運営するための救援物資の整備・更新に取り組んでいます。 

首都直下地震発生時、368 万人の帰宅困難者が発生（想定） 
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目標値70％は、ほとんどの地域で未達成

（4）災害に強いまちづくり 

 

 

 

◆ 大規模災害時に建物倒壊や焼失等大きな被害を引き起こす、著しく危険
な木造住宅等は、特別区が全国の１割を占める 

 

 

  

密集市街地 地区数

全国
111地区

特別区 17地区

密集市街地 面積

全国
2,219ha

特別区 247ha
※国土交通省「地震時等に著しく危険な密集市街地について」を基に作成。 

※東京都都市整備局「防災都市づくりの進捗状況」を基に作成。 

✓ 特別区内には、木造住宅密集地域や老朽建築物等、防災上危険な地区が
未だ取り残されており、早期の解消が必要です。 

✓ また、都市防災機能向上のための公園等の整備は、区民の避難先として
の活用に加え、首都機能や企業活動の早期復興・再開にも繋がります。 
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〇　都市計画道路の整備状況

区部 東京都
計画延長 1,768km 3,205km
完成延長 1,168km 2,067km
完成率 66.0% 64.5%

整備標準単価 90億円/km ―

◆ 特別区内では、大規模災害時の避難場所となる都市公園等が十分に確保
できていない（住民 1 人当たり面積は全国平均の 3 割） 

 
 
 
 
◆ 災害時の緊急輸送路としての役割も果たすこととなる特別区の都市計画

道路の完成率は 66％であり、今後も整備を進めていくためには、約 5 兆
円の費用が見込まれる 
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（㎡） 住民１人当たり都市公園等面積

※国土交通省「令和３年都市計画現況調査」を基に作成。 
※区部の整備標準単価は、特別区長会事務局試算。 

※国土交通省「都市公園等整備状況（令和２年度末）」を基に作成。 
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◆ 特別区の無電柱化率８％は、欧米・アジアの主要都市と比べると低水準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
◆ 多くの地域が満潮位以下のゼロメートル地帯である江東 5 区で大規模水

害が発生すれば、居住人口の 9 割以上である 250 万人に床上浸水被害の
危険が及ぶ 

 

 

 

 

 

 
 

※江東５区広域避難推進協議会「江東 5 区大規模水害広域避難計画」及び「江東５区大規模水害ハザ
ードマップ」より。 

※国土交通省「無電柱化の整備状況（国内・海外）」を基に作成。 
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欧米やアジアの主要都市と日本の無電柱化の現状
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2022 2041 2042 2051 2052 2061 2062 2071 （年度）

500

1,000

2,000

1,500

2,500

3,500

3,000

4,000

4,500

（億円/年）

2022～2041
約6.7兆円
約3,400億円/年

の改築経費

公共施設の改築経費推計

◆ 試算方法

・改築経費は、「投資的経費の見直しに関する調査」における

施設面積に特別区の決算単価を乗じて算出。

・耐用年数は一律50年とし、2021年度以前に築50年を迎え
た施設の改築経費は、2022～2041年度の改築経費に含め
ている。

2042～2051

約1.8兆円
約1,800億円/年

の改築経費
2052～2061

約1.2兆円

2062～

約1.5兆円

5-3 公共施設やインフラの更新による財政需要       

 

 

 

 
◆ 特別区の公共施設は老朽化が進んでおり、2041 年度までに必要となる

改築経費は約 6.7 兆円（約 3,400 億円/年）に及ぶ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 今後、脱炭素化を推進するため、環境負荷低減等の取り組みに要する経
費がかかることが想定され、改築経費の更なる増加が見込まれる 

 

※特別区長会事務局試算 

✓ 特別区は、高度経済成長期の人口集中に伴い急増した公共施設が次々
に改築時期を迎えています。 

✓ 特に小中学校では、築４５年を超えた建物の面積が５割を超える等、
全国と比べても老朽化が著しく進んでおり、施設の老朽化対策は喫緊の
課題となっています。 
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450 517 434 246 175 236 310 431 
530 

871 

3,510 

（千㎡）

（建築年度）

【特別区】公立小中学校の経年別保有面積 （令和4年3月31日現在）

全保有面積 7,710千㎡
築25年超の面積 5,888千㎡（76.37%）
築25年以下の面積 1,822千㎡（23.63%）

築45年超の面積 4,381千㎡（56.82%）
築45年以下の面積 3,329千㎡（43.18%）

5割超

新築築25年築45年
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H29～R3H24～28H19～23H14～18H9～H13H4～8S62～H3S57～61S51～56S47～51S46以前

413 
733 729 644 656 947 

1,358 

2,329 

3,188 
2,567 

2,069 

（万㎡ ）

（建築年度）

【全国】公立小中学校の経年別保有面積（令和3年5月1日現在）

全保有面積 15,633万㎡
築25年超の面積 12,458万㎡（79.69%）
築25年以下の面積 3,175万㎡（20.31%）

築45年超の面積 4,636万㎡（29.66%）
築45年以下の面積 10,997万㎡（70.34%）

新築築25年築45年

3割弱

◆ 築 45 年を超える公立小中学校（保有面積）は、全国平均は３割弱である
が、特別区では 5 割を超える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特別区長会事務局試算。なお、保有面積とは、当該学校の建物の面積から、「借用面積」、「一時的使用面

積」及び「未取り壊し面積」を除き、「国庫負担等未完成面積」を加えたもの。 

※文部科学省「公立学校施設の状況について」を基に作成。 
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※総務省「地方公共団体定員管理調査」を基に作成。 

81,739

74,929

68,925

64,621

61,983

60,513

63,448

55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000

12
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30
R1

2
3

（年度）

（人）

職員数の推移と削減による効果

12年度から18,291人を削減
削減効果 1,406億円

平成12年度比較(単年度ベース)

その分を住民サービスの向上に
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東京都から特別区へ
清掃事業移管

 

6-1 徹底した行財政改革の推進             

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 特別区は、早くから行財政改革に着手し、全国を上回るペースで職員
数を削減してきました。 

✓ この結果、平成 12 年度からの 21 年間で、職員数を約 22%削減して
います。 

✓ 行財政改革により捻出した財源は、特別区を取り巻く様々な財政需要
に応えるための施策に活用し、区民サービスの向上に役立てています。 

6 持続可能な行財政運営に向けて 
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◆ 特別区では、保育園や生活保護等、福祉分野に重点的に職員を配置する
一方、福祉以外の行政分野は他の政令市等より少ない人員で対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.770
4.724 4.157

1.312
0.917

0.749

1.265 0.495
0.594

0
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6

8

特別区 政令市 中核市

（人）
人口1,000人当たり職員数 保育園

保育園以外の福祉分野
福祉以外の行政分野

※総務省「地方公共団体定員管理調査」を基に作成。 
※職員数は、普通会計職員数から消防部門職員数を除いたもの。また、政令市の職員数は、都道府県から政

令市に移譲された県費負担教職員数を除いたもの。 
※職員数は令和３年４月 1 日現在、人口は令和３年 1 月 1 日現在。 
※政令市及び中核市は、令和３年１月 1 日時点による。 
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891
1,688 1,350 1,136

2,057

4,297 4,574

7,151

2,287

8,222

5,340
4,530

5,339
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8,395

13,959
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15,000

20,000

25,000

61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4

（億円）

（年度）

特別区の積立金現在高の推移

特定目的基金（減債基金を含む）

財政調整基金

景気後退
（取崩し）

（平成3年度末）
9,910億円 景気後退

（取崩し）

景気回復
（積立て）

（平成20年度末）
1兆4,102億円

（令和２年度末）
2兆1,110億円

景気後退
（取崩し）

景気回復
（積立て）

バブル崩壊

リーマンショック

※東京都総務局「令和２年度特別区決算状況」を基に作成。 

6-2 将来需要等に対応するための基金活用         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 景気変動の影響を受けやすい特別区は、景気回復時に積み立て、景気後
退時に取り崩すという循環で、基金を一般財源の補完として有効に活用 

 

  

✓ 特別区は、地方交付税の交付団体ではなく、また、景気変動の影響を
受けやすい歳入構造であるため、景気後退による区税等の減収にも対応
できるよう、基金を積み立てておく必要があります。 

✓ また、首都直下地震や大規模水害等の発生時には、首都機能や社会経
済活動の早期復旧・復興、区民生活の早期再建のため、機動的な財政支

出が必要となることから、相応の基金残高の確保は不可欠です。 
✓ さらに、小中学校をはじめとした公共施設の改築（2041 年度までに

必要となる経費約 6.7 兆円）等、膨大な財政需要も抱えています。 
✓ こうした中、中長期的な財政対応力を強化していくためにも、今後も

引き続き、基金を計画的に活用していく必要があります。 



- 35 - 
 

◆ 過去のリーマンショック後の特別区の減収総額は 約 8,252 億円 

 

◆ 特定目的基金のほとんどは、道路、公園等のインフラや小中学校等、 
将来の公共施設の更新需要に備えるための基金 

  

※リーマンショック時の平成 20 年度決算額を基準とした基準割れ額の 6 年間の総額。 

9,014 8,935 8,304 8,213 8,390 8,566 9,021 9,207 9,551 

10,000 
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（億円）

（年度）

特別区税と特別区財政調整交付金の推移

特別区財政調整交付金

特別区税減収総額（※）8,252億円

※リーマンショック時の平成 20 年度決算額と比較した減収額の 6 年間の総額。 
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